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平 成 １ ５ 年 ５月 ２０ 日

○４月１日から第１回目の構造改革特別区域計画の認定申請を開始し、１１１の団体から

　１２９件の構造改革特別区域計画が申請された。

○これらの中から、４月２１日に熟度の高い５７件を第１弾として前倒しして認定したところ

　であるが、残る計画について引き続き審査を行い、構造改革特別区域法及び構造改革

　特別区域基本方針に定めた認定基準に適合する６０件の計画を、５月２３日に第２弾と

　して認定する。

○なお、構造改革特別区域計画として提出されたものの、第１弾、第２弾認定の対象とな

　らなかったものは、

　①認定基準に合致していないもの

　②規制の特例措置を講じなくても事業が実施可能であること等により構造改革特別区

　　　域計画が取り下げられたもの

　である。

○今後、夏頃に立ち上げる予定の評価委員会（仮称）において、認定された構造改革特　

　区で講じられた規制の特例措置の効果、影響等を評価し、全国において実施可能なも

　のについては、すみやかに全国規模の規制改革につなげていく。 １



第２弾認定で実現した特区の例第２弾認定で実現した特区の例

１．農業関係特区１．農業関係特区

自然産業特区【兵庫県、淡路町、北淡町、東浦町】

株式会社等による民間の経営ノウハウを活かした肉用牛の肥育・加

工・提供の一貫経営や野菜・花き栽培などによる耕作放棄地の解消、

ひょうご安心ブランド農産物の生産拠点の形成や、淡路景観園芸学

校を拠点とした市民農園・ひょうご型ダーチャ（農園付き別荘）の整

備などによる楽農生活交流人口の拡大などにより、花と緑あふれる

公園島淡路の実現を図る。

（農地貸し付け方式による株式会社等の農業経営への参入、市民農園　

　の開設者の範囲の拡大）

・耕作放棄地〔147.7ha(H15年)→116.7ha(H20年)→78.7ha(H25年)）

・楽農交流人口〔422,305人(H13年)→53.3万人(H20年)→65万人(H25年)〕

２



南信州グリーンツーリズム特区【長野県飯田市】

中山間地の普通の農家が農家泊に取り組むことを可能とすること
等による総合的なグリーンツーリズムの実施、農業者・NPO法人・

企業などによる遊休農地を利用した市民農園の開設・運営などに

より、都市農村交流、定住人口の拡大等を実現し、中山間地域に

おける地域コミュニティの再生を図る。

（農家民宿における簡易な消防設備等の容認、農地貸し付け方式によ

　る株式会社等の農業経営への参入、市民農園の開設者の範囲の拡大）

・体験教育旅行入込み人数〔1.7万人(H14年度→2.5万人(H16年度末))〕
・農家泊受入れ農家数〔220軒(H14年度)→500軒(H16年度末)〕
・遊休農地利用〔0ha(H14年度)→3ha(H16年度末)〕
・新規就農者〔H14年度に8人、H16年度に12人〕

３



２．産学連携、産業活性化関係特区２．産学連携、産業活性化関係特区

国際自動車特区【愛知県、豊橋市、蒲郡市、御津町、田原町】

内外の主要自動車企業が集積する三河港地域において、自動車
の輸出入などの流通機能を高めるとともに、豊橋技術科学大学と
ドイツの大学との連携等を通じて自動車関連技術の研究開発を促
進し、国際自動車産業都市の実現を目指す。

（自動車の回送運行時の仮ナンバー表示の柔軟化、外国人研究者受入
　れ促進、国有施設等の廉価使用の拡大等）

・年間１万７千時間の回送運行に要する時間の短縮
・産学共同研究が平成22年までに約250件（平成15年度比で5倍）
・外国人研究者の受入れ〔33人(H15年)→45人(H22年)〕

４

びんご産業再生特区【広島県、福山市】

鉄鋼、機械、造船等の重厚長大型産業の集積地において、公害防
止対策で培われたノウハウを活用し、使用済み繊維製品からのア
ルコールの製造などのリサイクル産業の創出を図り、産業再生を
目指す。

（再生資源を利用したアルコール製造の容認）

・環境関連産業の操業〔７件(H13年)→24件(H19年)〕



５

３．教育関係特区３．教育関係特区

キキョウ学習特区【岐阜県多治見市】

不登校児童生徒が引きこもり状態からの脱却を望む場合に、家庭訪

問等の支援を行いながら、パソコン通信による学習やメール等による

情報交流活動などＩＴを活用した学習活動を出席扱いすることにより、

不登校状態の改善を目指す。

（ＩＴ等の活用による不登校児童生徒の学習機会の拡大）

・不登校出現率(千人中)　小学校：7.5人(H13)→3.6人以下(3年以内目途)

　　　　　　　　　　　　中学校：36.1人(H13)→29.0人以下(同上)



６

上勝町有償ボランティア輸送特区【徳島県上勝町】

昭和３０年の6,265人から平成１２年には２,１２４人へ人口が減少し、

高齢化比率が４４．１％に達する一方、民間路線バスが撤退し、唯

一の民間による公共輸送機関であるタクシー会社が休業している現

状において、町の登録ボランティアと自家用車等を活用して、路線

バスへのアクセス、診療所通所や買い物等のための移動サービス

を充実することにより、中高齢者の雇用創出と住民サービスの向上

を図る。

（交通機関空白の過疎地におけるボランティア輸送の有償化）

・高齢者976名、障害者283名、車がない世帯157世帯へサービスを提供

４．生活福祉関係特区４．生活福祉関係特区


